
 
 

 

 

町有財産売却応募要領 
令和７年度第１回一般競争入札 

 

 

 

申 込 受 付 期 間：令和７年１２月１０日（水）から 

令和７年１２月２６日（金）まで 

現地説明会開催日：令和７年１２月  ９日（火） 

入 札 日：令和８年  １月  ８日（木） 

 

 

神石高原町総務課 

行政改革推進係 
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売  却  物  件  一  覧 

 

 

 次に掲げる町有財産を一般競争入札により売却する。 

 

（１）土地 

所 在 地 地目 面積（㎡） 用途地域 

神石郡神石高原町油木字市場乙１９９４番２ 宅地 995.56 － 

（２）建物 

種 類 構 造 概算面積（㎡） 建築年月 

①事務所 

（未登記） 

鉄筋コンクリート造 

陸屋根 2 階建 
414.64 昭和 43 年 3 月 

②ポンプ庫 

（未登記） 

鉄筋コンクリート造 

陸屋根平家建 
5.55 昭和 43 年 3 月 

③車庫 

（未登記） 
鉄骨造スレートぶき平家 54.67 昭和 43 年 3 月 

④自転車置場 

（未登記） 
鉄骨造スレートぶき平家 37.33 昭和 43 年 3 月 

（３）土地、建物に附属する工作物等 一式 

 

 

予定価格  土地  608,000 円 

           建物  629,200 円 

           合計 1,237,200 円 

 

備 考 

 本物件は、現況有姿で引き渡します。 

 また、使用用途によっては、法的規制があることもありますので、各自で御確認のうえ、入札に参加

してください。 
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申込みから所有権移転までの流れ 
 

※４ページ以降の町有財産売却応募要領（一般競争入札）を併せてお読みください。 

申込みに当たっては、必ず現地を確認してください。 

 

① 一般競争入札申込み 

  受付期間：令和７年１２月１０日(水)～令和７年１２月２６日(金) 

         午前 8 時 30 分～午後 5 時（ただし、午後 0 時～午後 1 時を除く） 

        ※閉庁日（土曜日、日曜日及び祝祭日）は受付を行いません。 

受付場所：神石高原町総務課行政改革推進係(神石高原町役場２階) 

 

② 現地説明会 

  日時：令和７年１２月９日（火）午後 1 時 30 分～2 時 00 分 

  場所：現地 

※ 事前の予約は不要です。当日、直接現地にお出でください。 

※ 現地説明会への参加は任意ですので、参加されなかった方も入札申込みは可能です。 

※ 現地説明会開催日以外の、敷地への立入りはできません。 

 

③ 入札 

  入札日時 : 令和８年１月８日（木） 午後1時30 分 

  入札会場 : 神石高原町役場 大会議室１ 

  ※入札当日に入札保証金を納付していただきます。 

   入札保証金は、現金又は金融機関の自己宛小切手で納付してください。 

 

④ 契約説明会 

入札終了後引き続いて、契約内容を説明します。 

 

⑤ 契約の締結(予定) 

契約締結期限：令和８年１月９日(金) 

 

⑥ 売買代金の支払い 

  神石高原町が発行する納入通知書により金融機関に納付していただきます。 

 

⑦ 所有権の移転 

  売買代金が完納されたときに所有権を移転し、物件を現況のまま引き渡します。 

※所有権移転の登記手続は、売買代金の完納確認後、原則として神石高原町が行います。 

  ※当該建物は公用建物として建築されたため、表示登記及び所有権移転登記は行っておりません。建物を 

解体撤去せず、リフォームを実施するなどして継続使用される場合は、購入者の費用負担により、表示登記 

及び権利登記を行っていただく必要があります。 神石高原町は、現存する図面の提供など、可能な範囲で 

必要な協力を行いますが、表示登記等に必要な費用は一切負担しません。 
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町有財産売却応募要領（一般競争入札） 
 

 「一般競争入札」による町有財産の売払いは、購入希望者に入札に参加していただき、予定価格以上で最

も高い価格をつけた方を購入者に決定する方法です。 

 一般競争入札による売却物件は、10 ページからの「物件説明書」のとおりです。 

 売却物件の購入を希望される方は、この要領を御承知の上、お申し込みください。 

 

１ 入札申込みの受付 

  この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。郵送による申込みも可能です。 

（１）申込みの受付期間及び受付場所は、次のとおりです。 

ア 受付期間 令和７年１２月１０日(水)～令和７年１２月２６日(金) 

         午前 8 時 30 分～午後 5 時（ただし、午後 0 時～午後 1 時を除く） 

         ※閉庁日（土曜日、日曜日及び祝祭日）は受付を行いません。 

イ 受付場所 広島県神石郡神石高原町小畠 1701 番地 

         神石高原町 総務課行政改革推進係（神石高原町役場 2 階） 

（２）郵送の場合の送付先は、次のとおりです。（簡易書留の方法に限ります。） 

   [送付先]〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠 1701 番地 

       神石高原町役場 総務課行政改革推進係 

※ 令和７年１２月２６日(金)必着とします。 

 

２ 入札申込みの方法等 

（１）申込方法 

この要領２６ページの「入札申込書」に必要事項を記入・押印し、次の証明書を各１通添付の上、

持参又は郵送により申し込んでください。 

※電話、ファクシミリ及び電子メールによる申込みはできません。 

ア 個人の場合 

① 住民票（発行日から1か月以内のもの） 

② 印鑑登録証明書（発行日から3か月以内のもの） 

③ 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第3条第1項の免許を受けた者が、譲渡予定

地の購入を目的として入札に参加する場合は、宅地建物取引事業者免許証の写し 

イ 法人の場合 

① 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（発行日から1か月以内のもの） 

② 印鑑登録証明書（発行日から3か月以内のもの） 

③ 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第3条第1項の免許を受けた者が、譲渡予定

地の購入を目的として入札に参加する場合は、宅地建物取引事業者免許証の写し 

（２）申込みに当たっての留意事項 

    共有による取得の希望がある場合、入札申込書に各々の共有持分を明記の上、共有予定者全員の

連名により申込みをしてください。その際、共有予定者全員分の添付書類を提出してください。 

（３）物件の確認について 

    必ず現地を御確認ください。参加申込を行う前に必ず入札参加者自身において、現地及び利用等に

係る諸規制についての調査確認を行ってください。 

 

※ 物件は、現況のままで引渡します。（図面と現況が相違している場合、現況が優先します。） 

建物の清掃・補修・解体・撤去、電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェ

ンス・囲障・擁壁・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の
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内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切神石高原町は行いません。 

また、上下水道、電気など供給処理施設の引込みが可能である場合、既存の埋設管等の補修や新

たに敷地内への引込みを要することがありますが、神石高原町では、補修や引込工事等の実施、これらに

必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び

供給処理施設の管理者等にお問合せの上、各自で対応してください。 

地下埋設物、土壌汚染、地盤及びアスベストに関する調査は行っておりません。 

 

３ 入札の日時等 

（１）入札は、次のとおり実施します。 

ア 入札日時 令和８年１月 8 日（木） 午後 1 時 30 分 

イ 入札会場 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地 

神石高原町役場 大会議室１ 

（２）一度入札会場に入場されますと、入札終了までは退場はできません。会場内では私語、携帯電話等

による会場外との連絡はできません。 

（３）入札へは、申込者又は代理人が必ず出席してください。代理人によって入札する場合は、2７ページの

委任状を作成の上、提出してください。なお、入札会場への入室は 1 名といたします。共有で申し込まれ

る方についても入室は 1 名ですので、他の共有予定者からの委任状を提出してください。 

（４）遅刻された方は入札に参加することができませんので、御注意ください。 

（５）入札終了後、落札者の方に契約説明会を行います。申込者又は代理人が必ず出席してください。 

（６）入札当日は、①入札保証金（現金又は金融機関の自己宛小切手で納付してください）、②印鑑

（申込書で使用した印、代理人の場合には委任状に押印した代理人使用印）、③筆記用具（黒又

は青の万年筆又はボールペン）を持参してください。 

 

４ 入札参加資格 

入札には、個人、法人を問わず参加することが出来ます。申込みをされた方が、入札参加者となり、落札

された場合、購入者となります。 

また、2 人以上の共有名義で参加することも出来ます。 

ただし、次に掲げる者は、入札に参加できません。 

（１）入札にかかる契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人及び被保佐人）及び破産者で復

権を得ない者 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）により指定された暴力

団及びその構成員 

（３）次のいずれかに該当し、その事実があった後 2 年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用する者 

ア 町との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関

して不正の行為をした者 

イ 町の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 町の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は町との契約者が契約を履行することを妨げた

者 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実

施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由なくして、町との契約を履行しなかった者 

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に

基づき過大な額で行つたとき。 

キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、
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支配人、その他の使用人として使用した者 

 

５ 入札保証金 

（１）入札保証金の納付 

ア 入札に参加される方は、入札当日の入札開始までに、会計課（役場１階）にて、入札保証金 を

納付してください。 

イ 入札保証金については、入札書に記載する金額の 100 分の 5 以上の額を納付してください。 

 

 

 

   ※ 共有により申し込まれた方は、共有者毎に共有持分の割合に応じた額の入札保証金を 

    納付してください。 

ウ 入札保証金は、現金 又は 金融機関の自己宛小切手で納付してください。 

エ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないときには、入札保証金は違約金として神石高原町に帰

属し、お返ししません。 

オ 入札保証金は、その受入期間については、利息を付けません。 

（２）金融機関の自己宛小切手について 

    金融機関の店舗が振出人となり、自店舗を支払人として振り出すものであり、金融機関の店舗が振出

人兼支払人となっている小切手（いわゆる預手）です。作成に係る手数料等については御負担ください。

紛失、盗難等の用心のため、線引きにされても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注１）振出人及び振出日について 

     広島手形交換所に加盟する金融機関が振り出す小切手で、振出日から５日以内のものに限ります。 

  注２）受取人について 

     持参人払いとしてください。 

 

（３）入札保証金の還付等 

    次のア、イの区分にしたがって還付等します。 

ア 落札者 

入札保証金については、契約締結までの間は締結確保のため引続き入札保証金として町で保有し、

契約締結後に、契約保証金の納付又は売買代金の即納された場合に還付します。 

イ その他の者 

落札者以外の方については、入札当日の入札保証金納付時に交付する預り証と引き換えに還付しま

す。 

（４）その他 

    入札参加者が入札に関し、不正の行為をしたときは、納付した入札保証金は町に帰属します。 

 

 広島△□◎○ 

 △□◎□－○△□ 

  〔例〕     （入札書に記載する金額）      （入札保証金として納付が必要な額） 

        １,０００,０００円 × ５／１００ ＝ ５０,０００円以上  

           小    切    手 

 支払地  ○○郡△△町□□ 

 支払人  ◎◎銀行○○支店 

             ￥１，０００ ，０００ ※ 

       上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払いください 

      振出地     ○○町 

      振出日     令和○○年△△月□□日 

              振出人  ○○郡△△町□□ 

                    ◎◎銀行○○支店 支店長 
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６ 入札に当たっての注意事項 

（１）入札書など関係書類は、入札当日お渡しします。入札手順については、入札時の指示に従って入札

してください。 

（２）入札書には、入札者の住所・氏名を記入の上、印鑑（印鑑証明書と同じ印影）を押印してください。 

代理人の方が入札される場合は、入札者及び代理人の住所・氏名を記入し、代理人の印鑑（委任

状に押印した「代理人使用印」に限る）を押印してください。 

（３）入札書への金額の記入は、アラビア数字（0、1、2、3・・・）を使用し、金額の頭書には￥印を付して

ください。 

（４）入札書には、本物件の価格の総額（建物、工作物等に係る消費税及び地方消費税相当額を含め

た金額としてください。）を記入してください。 

（５）入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き換え、又は撤回をすることはできません。 

（６）次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効となります。 

ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

イ 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

エ 他人の代理を兼ね、又は 2 人以上を代理して入札をしたとき。 

オ 入札者が連合して入札したときその他入札に際して不正の行為があったとき。 

カ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 

キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

ク 入札書の入札金額が訂正してあるとき。 

ケ 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正し、挿入し又は削除した場合にその箇所に押印のない 

とき。 

 

７ 落札者の決定 

（１）開札は、入札後直ちに、入札者の立会いのもとで行います。 

（２）落札者は、次の方法により決定します。 

ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、神石高原町が定める予定価格以上で、

かつ、最高の金額をもって入札した者を落札者とします。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。こ

の場合、入札者はくじ引きを辞退することはできません。 

（３）落札者はその権利を他者に譲ることはできません。 

 

８ 入札結果 

  開札した場合に、落札者があるときはその者の氏名（法人の場合は名称）及び金額を、落札者がないと

きはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。 

 

９ 売買契約の締結等 

（１）落札者には、令和８年１月９日(金)までに神石高原町と売買契約を締結していただきます。 

   ※売買契約は、「落札者」名義で締結することとなります。 

    共有名義で参加した場合は、「共有者全員」の名義で締結することとなります。 

（２）落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。また、入札保証金は違

約金として神石高原町に帰属し、お返ししません。 

（３）契約締結時に契約保証金を納付していただきます。（売買代金を契約時に納付される場合は、契約

保証金は必要ありません。） 

（４）売買契約書（神石高原町保管用１部）に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。 

（５）契約を締結する際、印鑑（印鑑登録済みのもの）が必要になります。 
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10 契約上の主な特約 

  売却物件の売買契約には次の特約を付しますので、これらの定めに従っていただくこととなります。 

（１）禁止する利用用途 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）に規定する事務所

等その活動のために使用する公序良俗に反する用途。 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1

項に規定する風俗営業及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業務

の用途 

ウ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に規定する次の用途。なお、同法の規定による危険物

の貯蔵、処理量を問わず禁止とする。 

① 危険物貯蔵施設又はこれに類する施設 

② 危険物処理施設又はこれに類する施設 

③ 危険物製造工場又はこれに類する施設 

エ 建築基準法に規定される畜舎又はこれに類する施設の用途 

オ 廃材等の保管施設又はこれに類する施設の用途 

（２）所有権移転等の制限 

ア  契約締結の日から 5 年間は、売却物件についての所有権の移転等は原則として禁止します。 

ただし、次のような事由の場合には、あらかじめ町の承認を得ることで所有権の移転又は権利の設定

をすることができます。 

① 相続、転勤等のやむを得ない事由が生じた場合。 

② 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 3 条第 1 項の免許を受け宅地建物取引

業を営む者が自ら住宅等の建設工事を完了し、分譲しようとする場合。 

イ  売却物件の一部または全部を第三者に所有権移転又は賃借権若しくは地上権の設定等をする場

合は、前述の禁止する利用用途を継承させなければなりません。 

（３）違約金 

    落札者が上記(1)、(2)の条件に違反した場合は、売買代金の 100 分の 10 の違約金を支払ってい

ただきます。 

（４）実地調査等 

上記(1)、(2)の条件の遵守状況を確認するために、随時、土地の利用状況について実地調査するこ

とがあります。 

    実地調査の際には、落札者に協力していただきます。 

 

11 売買代金等の支払方法 

（１）売買代金 

ア 落札者は、神石高原町が発行する納入通知書により、契約締結日から金融機関の営業日である

30日以内に納付しなければなりません。 

イ 契約締結後、売買代金の支払いが納期限までに行われなかった場合には、売買契約を解除の上、

契約保証金は、違約金として神石高原町に帰属し、返却できませんので御注意ください。 

（２）契約保証金 

ア 落札者には、契約保証金（売買代金の100分の10に相当する金額）を支払っていただきます。 

イ 支払方法は、神石高原町が発行する納入通知書により、契約締結日に納付していただくこととなりま

す。 

ウ 契約保証金は売買代金の一部に充当します。（充当願を提出していただきます。） 

エ 契約保証金には、その受入期間については利息を付けません。 

オ 契約締結日に売買代金の全額を納入する場合は、契約保証金を免除します。 
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12 所有権の移転等 

（１）売買代金が完納されたときに所有権を移転し、物件を現況のまま引き渡します。立木の伐採、建物、

工作物の補修等には応じられません。（図面等と現況が相違している場合、現況が優先します。） 

（２）所有権の移転登記は、売買代金完納が確認された後、神石高原町が管轄法務局に対して行います。 

「建物の登記」について、当該建物は公用建物として建築されたため、表示登記及び所有権移転登

記は行っておりません。建物を解体撤去せず、リフォームを実施するなどして継続使用される場合は、購

入者の費用負担により、表示登記及び権利登記を行っていただく必要があります。 神石高原町は、

現存する図面の提供など、可能な範囲で必要な協力を行いますが、表示登記等に必要な費用は一

切負担しません。 

金融機関からの借受金担保のために、所有権移転登記の連件として抵当権設定登記を同時申請さ

れる場合は、落札者から登記手続を依頼された司法書士が、神石高原町に対して 2８ページの「申出

書」を提出することにより、売買代金の完納を確認後、神石高原町から司法書士に対して所有権移転

登記嘱託書をお渡しします。 

（３）所有権の移転登記に必要な登録免許税などその他契約に必要な一切の費用は、落札者の負担とな

ります。 

（４）共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行いま

す。 

（５）落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡する

ことはできません。 

 

13 その他の注意事項 

（１）不正な申込みがあった場合は、その申込みは無効となります。 

（２）物件の引き渡しは現況のままで行いますので、各自で必ず現地を確認してください。 

（３）現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。また足元が悪い所がありますの

で、注意してください。 

（４）土地の利用や建物を建築するにあたっては、建築基準法等及び県、町の条例等により、指導等がなさ

れる場合や開発負担金が必要となる場合がありますので、関係機関に御確認ください。 

（５）売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、町の責めに帰すことのできない理由

により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、落札者の負担とします。 

（６）落札者が、売買契約に定める義務を履行しないために、町に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければなりません。 

(7) 落札物件の活用にあたっては、法令等の規制を必ず厳守しなければなりません。 

（8）今回の入札において落札者のなかった場合については、次回の一般競争入札による処分手続きを開

始するまでの間、申込み先着順によりこの要領に記載している予定価格で売却します。 

 

14 問い合わせ先 

   神石高原町総務課行政改革推進係（電話 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394） 
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物 件 説 明 書 

 
 

 

 

 

この物件説明書は、購入希望者が現地を確認される上での参考資料です。 

※ 物件は、現況のままで引渡します。（図面と現況が相違している場合、現況が優先します。） 

  建物の清掃・補修・解体・撤去、電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェンス・

囲障・擁壁・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び

所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切神石高原町では行いません。 

  また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合、既存の埋設管等の補

修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、神石高原町では、補修や引込工事等の実施、これ

らに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び供

給処理施設の管理者などにお問合せの上、各自で対応してください。 

  地下埋設物、土壌汚染、地盤及びアスベストに関する調査は行っておりません。 

 

  【建物の登記】  

・ 当該建物は公用建物として建築されたため、表示登記及び所有権移転登記は行っておりません。建物を解

体撤去せず、リフォームを実施するなどして継続使用される場合は、購入者の費用負担により、表示登記及び

権利登記を行っていただく必要があります。  

・ 神石高原町は、現存する図面の提供など、可能な範囲で必要な協力を行いますが、表示登記等に必要な

費用は一切負担しません。 
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予定価格 １，２３７，２００円 

所 在 地       神石郡神石高原町油木字市場乙１９９４番２ 

住 居 表 示       ― 

地    積 
（公簿）           

995.56 ㎡ 

（実測）           

995.56 ㎡ 
地  目 宅地 

形 状 等       開口約６ｍ、奥行約４３ｍの準三方路地 

接面道路の幅員等             北東側：約７ｍ町道  北～南西側：約 2～4ｍ町道 

建物概要 

①事務所 
鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建  床面積：414.64 ㎡  

建築年月日：昭和 43 年 3 月  ※未登記 

②ポンプ庫 
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建  床面積：5.55 ㎡ 

建築年月日：昭和 43 年 3 月  ※未登記 

③車庫  
鉄骨造スレートぶき平家  床面積：54.67 ㎡ 

建築年月日：昭和 43 年 3 月  ※未登記 

④自転車

置場 

鉄骨造スレートぶき平家  床面積：37.33 ㎡ 

建築年月日：昭和 43 年 3 月  ※未登記 

都市計画法等 

の制限 

都市計画区域外  

用途地域 ― 

その他     なし 建ぺい率 ― 

容積率     ― 

そ の 他       宅地造成等工事規制区域 土砂災害警戒区域（一部） 

供給処理施設

の引込の可否 

電 気   可 ・ 不可 下水道       可 ・ 不可 

上水道       可 ・ 不可 都市ガス   可 ・ 不可 

私道の負担等 

に関する事項 
 なし 

交 通 機 関       路線バス 病院前停留所 約 0.17km 

公共機関等       

役  所 約 0.4 ㎞（支所） 交番等     約 0.１㎞（油木交番） 

小学校     約 1.2 ㎞（油木小学校） 消 防 約 5.5 ㎞（安田出張所） 

中学校     約 1.9 ㎞（神石高原中学校） 郵便局     約 0.08 ㎞（油木郵便局） 

 

参 考 事 項       

本物件は、 国道１８２号線沿い、油木地域の中心地にあり、郵便局等が隣接して 

います。 

 

・給水設備：簡易水道の再開手続きが必要 

・集落排水：集落排水の再開手続きが必要 

・地下埋設物、土壌汚染、地盤及びアスベストに関する調査等は行っておりません。 
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案内図・附近図 

 

 

 

Ｎ
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明    細    図 

 

 
 

 

建物配置図 
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建物平面図 
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写    真 

北東側 

 

 
 

東側 
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南東側 

 

 

西側 
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１階管理室 

 

 
 

２階調理室 
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２階書庫 

 

 
 

２階和室 
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２階研修室兼講堂 

 

 
 

２階会議室 
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車庫 

 

 
 

自転車置場 
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ポンプ庫 
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有財産売買契約書（見本） 

 

 神石高原町を甲とし、  （落札者）   を乙として、甲と乙は、次のとおり町有財産売買契約

を締結した。 

 

 （目的） 

第１条 甲は、その所有する次の土地及び建物（以下「物件」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを

買い受けることを約した。 

所在地 種別 地番 地目又は種類 構造 

地積及び

床面積

（㎡） 

備 考 

神石郡神石高原町 

油木字市場 

 

土地 乙 1994番 2 宅地 ― 
地積

995.56 

現 況 渡

し、付属

工 作 物

等含む 

建物 乙 1994番 2 

事務所 
鉄筋コンクリート造

陸屋根 2階建 

床面積

414.64 
現況渡し 

ポンプ庫 
鉄筋コンクリート造

陸屋根平家建 

床面積

5.55 
現況渡し 

車庫 
鉄骨造スレートぶき 

平家建 

床面積

54.67 
現況渡し 

自転車置場 
鉄骨造スレートぶき 

平家建 

床面積

37.33 
現況渡し 

（売買代金） 

第２条 乙が甲に支払う物件の売買代金（以下「代金」という。）は、とする。 

土地に係る代金 金          円 

建物に係る代金 金          円(消費税及び地方消費税額を含む) 

  合 計   金  （落札金額）  円 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として金 （落札額の 100分の 10） 円を甲が発行する納入通知書に

より、この契約と同時に甲に納付するものとする。ただし、契約締結日に前条の売買代金の全

額を納入する場合は、契約保証金を免除する。 

２ 前項の契約保証金には、利子を付さない。 

（代金の納付及び遅延利息） 

第４条 乙は、代金から乙が既に納付した契約保証金を除く金額を、甲が発行する納入通知書に

より令和 年 月 日までに納付しなければならない。 

２ 乙は、代金を前項の納付期日までに完納しないときは、その納付期日の翌日から遅延金額を納付

した日までの期間に応じ、当該遅延金額につき神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条

例（平成１６年神石高原町条例第５９号）の例により算定した額の遅延利息を甲に支払わなければ

ならない。 

 （所有権の移転） 

第５条 物件の所有権は、乙が代金を甲に全額を納付した時に、乙に移転する。ただし、前条第２項

に規定する遅延利息が生じている場合には、物件の所有権は、乙が代金及び当該遅延利息の全額を

納付したときに甲から乙に移転するものとする。 

 （物件の引渡し） 

第６条 甲は、前条の規定により、物件の所有権が乙に移転したときに現況のまま引き渡すものとす

る。 
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 （登記手続き等） 

第７条 この契約による物件の所有権移転の登記は、第５条の規定により物件の所有権が甲から乙に

移転した後において、乙の請求により、甲が嘱託して行うものとし、乙は甲に対し当該登記手続に

必要な書類その他を提供し、これに協力するものとする。未登記の建物等については、甲は、登記

を行わない。乙から登記に必要な書類の提出を求められた場合、甲はこれに協力する。 

 ※乙が依頼した司法書士が登記を行う場合 

   この契約による物件の所有権移転登記は、第５条の規定により物件の所有権が甲から乙に

移転した後において、乙が行うものとし、甲は乙に対し当該手続に必要な書類その他を提供

し、これに協力するものとする。 

２ 前項の規定による物件の所有権移転の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担と

する。 

（公租公課） 

第８条 所有権移転後における物件に対して賦課された公租公課その他一切の賦課金は、乙の負担と

する。 

 （危険負担） 

第９条 乙は、この契約締結の時から物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責めに帰す

ことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して代金の減免を請求することがで

きない。 

（契約不適合を除く契約違反による解除） 

第１０条 甲又は乙は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供

し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。 

２ 前項の契約解除がなされた場合、甲又は乙は、相手方に標記の違約金（Ｈ）を請求することがで

きる。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰するこ

とができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできないものとする。 

３ 前項の違約金に関しては、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に増減を請求することはで

きないものとする。 

４ 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。 

① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買

主に支払う。 

② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した

残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回

るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。 

５ 買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払い

を受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければならない。 

６ 本条の規定は、第１１条に定める契約不適合による契約の解除には適用されないものとする。 

（契約不適合責任） 

第１１条 引き渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき

（以下「契約不適合」という。）は、乙は、甲に対し、本物件の修補を請求することができる。この

場合、甲又は乙は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをすることができる。 

２ 引き渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通

念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、

修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。 

３ 引き渡された本物件に契約不適合があるときは、乙は、甲に対し、相当の期間を定めて本物件の

修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの契約

を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。 

４ 乙が前項に基づきこの契約を解除し、甲に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及び
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取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、

乙は、甲に対し損害賠償を請求することができる。この場合、標記の違約金の定めは適用されない

ものとする。 

５ 乙は、この契約を締結したときに本物件に契約不適合があることを知っていた場合、又は本物件

の引渡し後標記に定めた期間を経過するまでに甲に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった

場合、売主に対して本条に定める権利を行使できないものとする。 

 （禁止用途） 

第１２条 乙は、物件を、次に掲げる用途に供してはならない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する事務所

等その活動のために使用する公序良俗に反する用途。  

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第1項に規

定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業務の用

途 

(3) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に規定する次の用途。なお、同法の規定による危険物の

貯蔵、処理量を問わず禁止とする。 

ア 危険物貯蔵施設又はこれに類する施設  

イ 危険物処理施設又はこれに類する施設  

ウ 危険物製造工場又はこれに類する施設  

(4) 建築基準法に規定される畜舎又はこれに類する施設の用途  

(5) 廃材等の保管施設又はこれに類する施設の用途 

 （所有権の移転等の制限） 

第１４条 乙は、この契約締結の日から５年を経過する日までの期間（以下「指定期間」という。）は、

甲の承認を得ないで、物件について、第三者に売買、贈与、交換等による所有権の移転をし、又は

地上権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をして

はならない。 

２ 乙は、指定期間終了後に、物件について、第三者に売買、贈与、交換等による所有権の移転をし、

又は地上権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定を

する場合は、前条の規定を第三者に継承させなければならない。 

 （実地調査等） 

第１５条 甲は、前２条に定める特約の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができ

る。 

２ 乙は、正当な理由なくして前項に定める実地調査を拒み、妨げ又は忌避してはならない。 

 （違約金） 

第１６条 乙は、第１１条、第１２条又は前条第２項の規定に違反したときは、甲に対し、違約金を

支払わなければならない。 

２ 前項の違約金の額は、第２条に規定する代金の 100分の 10に相当する額とする。 

３ 第 1項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

 （契約の解除） 

第１７条  甲は、乙がこの契約の規定に違反した場合又はその他この契約による義務を履行しない

場合は、催告をしないで、直ちにこの契約を解除することができる。 

（返還金等） 

第１８条 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が負担した契約

の費用は返還しない。 

（有益費等請求権の放棄） 
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第１９条 乙は、この契約が解除された場合において、乙がこの物件に支出した必要費、有益費その

他一切の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。 

 （乙の原状回復義務） 

第２０条 乙は、甲が第１５条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに物件

を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が物件を原状に回復させることが適当でな

いと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、物件が滅失又はき損しているときは、契約解除時の時価に

より減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により

甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該

物件について甲を登記権利者とする所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

 （損害賠償） 

第２１条 乙は、第１５条の規定によりこの契約が解除された場合は、第５条の規定により物件の所

有権が甲から乙に移転した日からこの契約が解除された日までの物件の賃貸料に相当する額（甲の

算定する額）を、損害賠償金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、乙がこの契約による義務を履行しないため、甲に与えた損害額が同項の損

害賠償金の額を超えるときは、乙は、同項の損害賠償金のほか、その超える額を、甲の算定すると

ころにより、甲に支払わなければならない。 

 （返還金の相殺） 

第２２条 甲は、第１６条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が第１８条第２項又

は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相

殺することができる。 

 （契約の費用） 

第２３条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 （信義誠実の義務・疑義の解決） 

第２４条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ この契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 （裁判管轄） 

第２５条 この契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所とする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書 2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その１通を

所持する。 

 

  令和  年  月  日 

 

              甲   神石郡神石高原町小畠 1701番地 

神石高原町 

                  代表者 神石高原町長 入 江 嘉 則 

 

 

              乙   住 所                

 

                  氏 名                
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様式第１号 

 

入 札 申 込 書 

 

 一般競争入札による町有財産の売払いについて、町有財産売却応募要領（令和７年度第１回一

般競争入札）の内容、神石高原町財務規則を承諾の上、次のとおり申し込みます。また、申込み

に当たり次の事項を誓約します。 

 

１ 町有財産売却応募要領の入札参加資格に記載する、入札に参加できない者の事項に該当しま

せん。 

２ 入札に対し、町有財産売却応募要領、入札物件の状況等すべて承知の上、参加しますので、

後日これらの事柄について神石高原町に対し、一切異議、苦情等を申し立てません。 

 

     年  月  日 

 

神 石 高 原 町 長  様 

 

１ 申込者 

             〒 

住所（所在地）                         

 

氏名（代表者名）                  ㊞ 

 

電話番号                            

 

※印鑑登録証明書と同じ印影を押印してください。 

 

 

 

注）共有による取得の希望がある場合、共有予定者全員の連名により、各々の共有持分を明記の

上、お申込みください。 
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様式第２号 

 

 

委 任 状 

 

年  月  日 

 

神 石 高 原 町 長  様 

 

委任者  住所                 

 

氏名               ㊞ 

 

※印鑑登録証明書と同じ印影を押印してください。 

 

 

 私は次の者を代理人と定め、令和７年度第１回一般競争入札による町有財産の売却に係る入札

に関する一切の権限を委任します。 

 

代理人  住所                  

 

氏名                  

 

 

 

 

※認印でも結構です。 

 

 

 

 

 

代理人使用印  
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様式第３号 

申   出   書 

 

                               令和  年  月  日 

 

神 石 高 原 町 長  様 

 

              事務所の所在地 

              職 名・氏 名                  職印 

              （電話：              ） 

 

 私こと司法書士         は、         から、不動産の表示記載の物件につい

て、          登記申請に係る一切の件につき委任されました。 

 つきましては、不動産の表示記載の物件に係る神石高原町を登記義務者とする所有権移転登記に係

る書類は私が管轄法務局に対して提出いたします。 

 なお、所有権移転登記に係る書類提出に係る一切の責めは私が負います。 

 １ 不動産の表示 

 

 

 ２ 登記嘱託書を提出する理由（例：抵当権設定登記申請を同時に行うため。） 

 

 

 ３ 登記嘱託書を提出する予定の年月日 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

※抵当権設定登記など登記申請に係る委任状の写しを添付してください。 

 所有権移転登記に係る書類を法務局に提出した際の受付番号・受付年月日（任意の様式で結構です）

をファックス（fax:0847-85-3394、神石高原町総務課行政改革推進係宛）で御連絡ください。 

 

 

受   領   書 

 

                            令和  年  月  日 

 所有権移転登記に係る書類を受領しました。 

 

             事務所の所在地 

             職 名・氏 名                 職印 

 


